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目
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序

説

商
事
裁
判
所

の
生
成

ω

商
事
裁
判
所

の
誕
生

②

商
事
裁
判
所

の
確
立

商
事
裁
判
所

の
裁
判
手
続

ω

商
事
事
件序

説
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召
喚
状

の
発
給

商
事
事
件
表

へ
の
移
送

移
送
の
た
め
の
召
喚
状
と
指
図
の
た
め
の
召
喚
状

訴
答

証
拠

審
理

イ
ギ

リ

ス
に
お
け

る
現
代
的

な

「
商

事
裁
判
所
」

の
起
源

は
、

一
九
世
紀

の
末
葉

に
求

め
ら
れ

る
。

遠
く
中
世

に
お

い
て
は
、
主
要
な
都
市

や
市
場

・
要
港

な
ど

に
商

事
事
件

を
取

り
扱

う
地
方
的
な
商

事
裁
判
所
が
散
在

し
、

い
わ
ば
即

決
的

に
私
的

紛
争
を
処

理
し
て
い
た

の
で
あ

る
が
、
イ
ギ

リ

ス
の
場
合
、

そ
う

し
た
地
方
的
な
裁
判
所

は
比
較
的
早

い
時
期

に
衰
退

の
傾

向

に
む
か

い
、

お
そ
く
と
も
、

一
七
世
紀

に
は
、

ほ
ぼ
そ

の
す

べ
て
が
姿
を
消

し
た
。
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1

ρ

1

そ

の
後
、

一
八
世
紀

か
ら

一
九
世
紀

に
か
け

て
、

か
か
る
中
世

の
伝
統
的
な
商
事
裁
判
制
度

は
、

国
王
の
裁
判
所

の
中

で
は
か
な
く
も

命

脈
を
保

ち
え
た
が
、
一
九
世
紀

の
末
葉

に
至

っ
て
、
法
曹
界

を
中
心

に
展
開

さ
れ

た
裁
判
機
構

の
改
革

は
、
す
べ
て
の
商
事
事
件

を
高
等

法
院
女
王
座
部

の

一
判

事

に
専
轄

せ
し

め
、

こ
の
裁
判
官

が
商

事
専
門

の
法
廷
を
開
く
と

い
う
、
新

し

い
意
味

で
の
商
事
裁
判
制
度
を
実

現
さ

せ
た
。

イ
ギ

リ

ス
に
お

い
て
、
従
来
、
現
代
的
な

「
商
事
裁
判
所
」
(o
。
ヨ
ヨ
興
島
巴

o
。
霞

叶)
、
と
し
て
通
称
さ
れ
て
い
る
も

の
は
、

実

は
、

こ
う

し
た
訴
訟

法
上

の
意
味

で

の
女
王
座

部

の

一
法
廷

を
指

称
す

る
も

の
で
あ

り
、
決

し
て
そ
れ

は
、

ド
イ
ッ
、

フ
ラ

ソ
ス
の
よ

う

に
特
別

の
商
事
裁

判
制
度

(商
事
裁
判
部
な
い
し
独
立
の
商
事
裁
判
所
)
を
表
わ
す
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
と

こ
ろ
が
、

一
九
七
〇
年

に
成

(
1

)

立

し
た
司
法
法

(》
血
∋
貯
6
賃
ゆ
ユ
o
昌

o
{
ピ

馨
凶8

>
9

ち
δ
)
の
第

三
条

は
、

従
来
、
単

に
訴
訟
法

上

の
意
義

し
か
も
た
な
か

っ
た
商
事

裁

判
所
を
改

め
て
、

こ
れ

に
制
定
法
上

の
根
拠

を
付
与

し
、
商

事
裁
判

所
が
、
既
存

の
海
事
裁
判
所
と
並

び
、
高
等
法
院
女
王
座
部

の
独

立

の
裁
判
部

と
し
て
設
置
さ
れ

る
も

の
で
あ

る
旨

を
明
定

し
た

こ
と
か
ら
、

こ
こ
に
、
再

び
イ
ギ

リ

ス
の
商
事
裁
判
所

は
新
た
な
位
置
づ

(
2
)

け
が

な

さ
れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。

そ

こ

で
、

こ
れ

を
機

に
、

以

下

で

は
、

イ
ギ

リ

ス
の

「商

事
裁

判

所
」

に

つ
い
て
、

そ

の
歴

史

的

な
生

(
3

)

成

過

程

と

実

際

の
裁

判

手

続

面

を

概

観

し

て

み

た

い
と

思

う

。

※

本
稿

は
、

二
人

の
共
同

研
究

の
成

果
を

纒

め
た
も

の
で
あ

る
が
、

執

筆

に
あ

た

っ
て
は
、

序

説

お
よ
び

第

一
節

を
重

田
が
、

第

二
節

を
永
井

が

分
担

し
た
。

こ
こ

に
お
断

り

し

て
お
く
。
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(
1
)

一
九
七

〇
年

の
司
法

法

(一
㊤
刈
ρ

0
3
帥
7

ω
一
)

は
、

裁

判
所

(
巡

回
裁
判

所

を
含
む
)
の
事

務

・
管
轄

権

お

よ
び
訴

訟
手

続

に
関

す
る
規
定

を
設

け
、

高
等

法
院

判
事

が
仲
裁

合
意

に
従

っ
て
仲
裁

人
ま

た
は
審

判
人

と

し

て
選

任
を
受

け

う
る
も

の
と
し
、

ま
た
、

金
銭
債

務
な

い
し
そ

の
他

の

債

務

の
執

行

に
関
す

る
法

の
改

正
、

お

よ
び

一
九

六
八
年

の
賃

料
法

第

一
〇
六
条

の
改

正
な
ど
、

諸

々

の
改

正
を
目
的

と
し
た
法

で
あ

る
。

一
九

七

〇
年

司
法
法

に

つ
い
て
は
、

堀
部

政
男

「
〉
匙
ヨ
一ロ
一ω
茸
9。
二
〇
口

o
h
言

。。
仲
一〇
Φ
》
9

一
㊤
刈
O
」

比
較

法
研
究

(
一
九
七

一
年
)

二

一
九
頁

以
下

の

紹

介

の
ほ

か
、

一
九
七

一
年

度

日
本

比
較
法

学
会

に
お

い
て
新

井

正
男
教
授

が
そ

の
概

要
を
報

告

さ
れ

て

い
る
。

ま
た
、

堀
部
政
男

「
裁

判
制

度
」

(
砂

田
卓

士

.
新
井

正
男

編

「
英
米

法
講

義
』

の
第

三
章
-

特

に
九

一
～

九

三
頁
〉
参

照
。
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(2)件翫
難

莚

縫

欝

酬華
蓑

裁難

縫

諜

繕

の蹴

鎚

繊糠

饗

鎌

奮

鐸
臨壌
讐

舞

融蕪
慧

蕪
鍵

(3)趨
舞

溝

繋

藁
隔嚢

誰

墾

講

題
蕩

嘲

商
事
裁
判
所

の
生
成

①

商
事
裁
判
所
の
誕
生

議
蕪
霧
欝
霧

総
謙轟
繋

諜

難

馨
籍

霧

羅
露
μ燵
羅

欝

鍵
繕
霧

惚

藩

胤籔

藷

鐘

蝋離

誕

鍵

退擁
鍵

鰐配(釘
粥

ピ
ロ
≦

。
。
二
.
榊.
)
や
海
事
高
等

法
院

(国
茜
ず
。

§

ζ

》
血
書

苞

が
、
急
速

に
そ

の
管
纏

を
伸

長
喜

て
い

つ
(架

39(255)

卿 、 で・



続

い
て
、

天

世
紀

の
中
葉

に
至
り
、
王
座
裁
判
所

の
幕

裁
判
官

と
し
て
、

マ
ソ

ス
フ
r

ル
ド
卿
が
着
任
す
る
や
・
ひ
ろ

く

。
ー

マ
法

や
大
陸
法

に
通
暁
す

る
同
卿

は
、

「
商
慣
漠

」

に
脈
絡

す
る
法
則

奎

座

裁
判

所

の
執
行
す

る
法

(
コ
モ
ン
三

-
)

に
馨

さ

せ

る
べ
く
奪
闘

し
、
商
業
社
会

に
即
応

で
き

る
商
事
法
潅

立
す

る
た
め
、
積
極
的

に
法
改
革

を
推

し
竃

㎏
・
そ

し

て
』

九
世
紀

に
入

っ
て
以
後
も
な
お
、

.」
う
し
た

マ
ソ
う

イ
ー

ル
ド
体
制
が
引
き
継
が
れ

る
中

で
、

コ
モ
ソ

三

み

一
部
と
し
て

の
商
事
法

は
・
主

に

当
時

に
お
け

る
粟

の
中

心
地

ロ
ソ
ド

ソ
の
市

庁

(。
菱

藝

)
で
執
務

す
る
王
座
部

の
裁
判
官
達

の
手

に
よ

っ
て
徐

々
に
体
系
化
が
な

さ

れ

て

い

っ
た

の
で
あ

る
。

し

か

し
、

そ

の
後

、
+

九
世

紀

の
半

ば

頃

か
ら

、
マ
ソ

ス

フ

ィ
ー

ル
ド

の
法

改

革

に
対

す

る

リ

ア

ク

シ

ョ
ソ
が

現

わ

れ
、

そ

の
過
程

で
強

調
さ
れ

て
い
く
訴
訟
手
続

の
厳

格
化

は
、
次
第

に
裁
判
遅
延

と
訴

訟
費
用
高
騰
化

の
現
象

を
も
た
ら
し
た
。
そ

の
た
め
商

人
が
・
そ

の
商

業
活
動

か
ら
発
生
す

る
紛
争

の
解
決

を
司
法
裁
判
所

箋

ね
よ
う
と
す

る
場
倉

は
、
常

に
、
長
期
間

に
わ
た
る
退
屈

な
法
廷
闘
争
と
高

額

な
出
費
を
覚
悟

せ
ね
ば
な

ら
ず
、

ま
た
、

ひ
と
た
び

こ
れ
が
決
意
さ
れ

た
と
し
て
も
、
粟

界

の
特
殊

な
秩
序
や
慣
習

は
・

と
か
く
裁

判
官

や
陪

審

員

の
な

じ

ま

ぬ

ξ

」
う
が

多

い
、」
と
も

あ

っ
て
、

と
き

と

し

て
商

事
紛

争

の
審

理
が
衡

平

を
失

す

る

こ
と
も

ま
れ

で
な

く
・

商
業
界

の
不
満

は
か
な
り
深
刻

な
も

の
で
あ

っ
た
.
そ

の
た
め
、
当
時

の
商

人
綾

、
す

で
に
裁
判
制
度
を
商
事
紛
争
解
決

の
た

め
の
唯

一
量

口
の
方

法

と

し

て
評

価

し

な

く

な

っ
て

お

り
、

・」
の
こ
と
が

、

芳

で

ス
ピ

ィ
デ

ィ
な
紛
争

処

理

で
名

を
売

る
非

司

法

的

な

「
仲

裁

制
度
」

の
発
達
を
促
す
原
因

に
も

な

っ
た
。

、、
の
た
め
、

三

世
紀
後
半
期

の
裁
判
霧

成

に
関
す

る
法
改
革

の
中

で
・

天

六
九
年

か

ら

天

七
四
年

に
か
け
て
設
置
さ
れ
た
裁
判
覆

構
委
員
会

に
対
し

て
も
、
商

人

お
よ
び

一
般

喪

よ
り
商
事
訴
訟

の
麺

の
た
め
の
制

度
改
革

に
つ
い
て
執
拗

な
請

願
が

あ
り
、
商

事
事
件

の
た
め
の
独

立

の
裁
判

所

の
開
設
や
商
妻

件

の
た
め
に
仲
裁
人

た
ξ

る
有
能
な

裁
判
官

の
任
命

と

い

っ
た
改
革
黍

提

示
さ
れ
た
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
商
人
や
市
民
袋

の
愁
訴

も
、
結
局

は
・
裁
判
所
馨

委
員
会
を

動

か
す

ほ
ど

の
力

と
な
り
え
ず

わ
ず

か
に
、
商
事
事
件

の
審

理

に
あ
た

り
、

そ

の
生
ず

る
技
術
的

・
霧

的
爆

ξ

い
て
裁
判
官

を

(256}4Q
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助

号
口
す

る
商

事
謹

人

(げ
落

ω
ω
塑

・・ω
①
ωω
§

)
の
陪
席

を
勧
告

し
た

に
と
ど
ま

竜

騰
欝

懲

.

雛
総
耀
饗41



鍵

晦

黙

郵
御ボ
齢蓼

艘
難
藻

纏

銭
隙擁

阯糟
蕪

等
法
院
奎

座
部

に
・

コ

撃

件
表

」
と
各

一
名

の
裁
判
官
が
預

か
る
二
冊

の
事
件
表

よ
り
な

る

「
商
事
事
隻

」
(。
.
ヨ
∋
.
.。
}.
;

、
け

(

幾

筋
譲
難

警

摘縣懇

鋪
磯
壕

饗

鰯網嚢
難

議

リ

ッ
ジ

卿

の
強

い
反

対

に
あ

っ
て
再

度

保

留

に
附

さ

れ

た
。

(21
)

芳

で
裁
梨

健

肩

油
を
注
ぐ
よ
う
潅

事
訴
訟
が
現
実
に
発
生
す
る
中
で
、

天

九
四
年
五
月
、
奎

座
部
の
裁
判

そ

の
後

、

官

議

・
再

び
裁

判
製

肇

の
先
撃

つ
け
、
同
月

二
+

四
日

の
奎

座
嚢

判
官

会
議

は
、
商

事
裁
判
所
設
甦

関
す

る
規
則
を

練

り
上
げ
・

こ
れ
を
決
議

匙

・
そ

し
て
、
同
年

六
是

な

っ
て
、

コ
事

ッ
ジ
卿

の
死
去

に
と
も
な

い
、
新
た

に
キ

ロ
ウ

ェ
ソ
の
一フ
.

セ

ル
卿
が
裁
判
長

に
就
任
す

る
や
・

そ

の
下

で
商
事

事
件
表

の
設
置

の
動
き
が
活
発

に
な
り
、
慎
重
な
討
議
釜

ね
ら
れ
た
.
そ
し
て
、

や
や
月

日
を
お

い
て
二

八
九
四
年

δ

月

二
+

四
日
の
女
王
座
嚢

判
官

会
議

で
は
、
商

事
裁
判
所

の
開
設

に
関
連

し
星

ず
る
諸
問

題

(特
に
華

原
因
の
霧

の
問
題
)
を
本
格
的

曇

議
す

べ
く
、
同
座
部

の
ラ

ッ
セ
ル
、
ポ

ロ
ッ
ク
、

マ
シ

ュ
下
、
ケ
イ
。フ
、
チ

ャ
ー

レ
ス
、

ウ

ィ
ル
ブ
・

ラ
イ
ト
の
各
判
事

か
ら
な

る
規
制
制
定
委
員

会

の
発
足

を
決

め
、
続

い
て
、
一
八
九

五
年

頁

+

百

の
同
会
議

で
は
、
右
委

員
会

か
ら
報
告

さ
れ
窺

則
案

の
審
議

に
入
り
、

こ
れ
を
承
認

し
た
.

こ
れ

に
よ
れ
ば
、

一
定

の
裁
判
官
輩

独

で
、

な

い
し
は
市

か
ら

番

さ
れ
た
陪
審
員

と
と
も

に
・
商
事
事
件

の
処

理

に
関

し
萎

任

を
受
く
べ
き
も

の
と

し
、
併

せ
て
、
商
事
事
件

に
関
す
る
恒
久
的
な

特
別

の
事
隻

の
作
成
を
命

じ
て
・

す
べ
て

の
商
事
事
件

は
、

こ
の
事
件
表

を
与

る
裁
判
官

の
面
漣

提
出
さ
れ
る
よ
う
命
ず

る
も

の
で

あ

っ
た
・

芒

て
そ
れ

に
も
と
づ
き
新
裁
判
所

の
機
構

と
訴

訟
手
続

を
公
表
す
べ
く
、
翌
三
是

、
「
商
事
訴
訟
原
因

に
関
す
る
規
則
」
が

告

示
さ
稲

併

せ
て
・
商

事
問
題

籍

通
す
る

マ
シ

、
裁

判
官
が
初
代

の
商
事
裁
判
官

と
し
て
任
襲

う
け
、

こ
こ
琢

た
な
意
味

に



イギ リス にお け る商 事裁 判 所 の生 成 と裁 判 手続

お

け

る

「
商

事

裁

判

所

」

が

誕

生

す

る

に

い

た

っ
た

の

で

あ

る
。

(
1
)

市
場

裁
判

所

・
宿
場
裁

判

所

・
埃
足

裁
判
所

の
管

轄
権

は
、

一
五
世
紀

頃

か
ら
次
第

に
普
通
法

裁

判
所

の
浸
食

を
受
け

た
。

ま
た
、
地

方
的

な

海

港
裁

判
所

の
管

轄
権

は
、

一
五

・
六
世
紀

を
通

じ

て
、

海

事
高
等

法

院

の
攻

撃

を
う
け

た
結
果
、

わ
ず

か
に
五
港

(Ω

昌
ρ
=
o

℃
o
二
。。
)

裁
判

所

を
除

き
、

そ

の
す

ぺ
て
は
、

一
八

三
五
年

の
地

方

自
治

体
法

(竃

ロ
a
o
骨
巴

O
o
目
℃
o
昌
暮
δ
昌

>
9
)

に
よ

っ
て
形
式
的

に
廃
止

さ
れ

る
以
前

に
事

実
上

消
滅

し

た
。

小

堀
憲
助

訳

・
イ
ギ

リ

ス
の
裁

判
所

(
改

訂
版
)

一
=

二
ー

一
=

四
頁
、

戸

田
修

三

「
英

国
海
法

の
黎
明
期

に
於
け

る
海

事
裁

判
所

の
変
遷
」

中
央

評
論
新

制

学
部
記

念

号

一
八
頁

以
下
。

(
2
)

早

く
も

十
六
世

紀

の
中

葉

に
は
、

海

事
高
等

法
院

の
管

轄
権

は
、
捕

獲
審
検

事
件

や
民
事

.
刑

事

.
財

務
事
件

を
も
掌
中

に
収

め
て
、
全

盛
期

に

達

し
た
。

し

か
し
そ

の
後

ま
も
な

く
、
海

事
高

等
法

院

は
、
他

の
裁

判

所
、
と
く

に
有
力

な
普

通
法

裁
判

所

の
(
そ

の
中
心
人
物

が

コ
ー
ク

で
あ

る
)

の
反

感

を
買

い
、

そ

の
商
事

管
轄

権
も

次
第

に
奪

わ
れ

た
結

果
、

一
八

世
紀
末

に
は
、
そ

の
民
事

管
轄

権

は
純
粋

に
海

事
事
件

の
み

を
残

す
ま

で

に
蚕

食

さ
れ

た
。

そ

の
後

十
九
世

紀

に
、
い
く

つ
か

の
制

定

法

に

よ

っ
て
海
事

高
等

法
院

は
幾

分
そ

の
地
位

を
回
復

し
、
若
干

の
管

轄
権

を
伸

長

さ

せ

た
が
、

結
局
、

「
海

事
裁

判
所
」

の
域

を
脱

し
え
ず
、

遂

に

「
商

事
裁

判
所
」

と
な

る
ま
で

に
は
至

ら
な

か

っ
た
。

戸

田

・
前
掲
中

央
評
論

二

六
-

二
九

頁
、

高

柳

賢

三

・
英
米

法

源
理
論

二
八
-

三
〇
頁
、

田
中

・
前

掲
基

礎

=
ハ
○

・

一
六
六

・

一
七

四
頁
。

一
方
、

普

通
法
裁

判
所

は
、

商

事

管
轄

権

を
吸
収

す

る
と

と
も

に
、
商

慣
習

法

の
コ

モ
ン

・
ロ
ー

へ
の
融

合

を
は

か
る
が
、

し

か
し
、
コ
ー
ク

の
時

代

に
は
、

ま
だ

か
か

る

コ
モ

ン

・
ロ
ー

の
商

化

は
実

現
し

て

い
な

か

っ
た
。

す

な

わ
ち
、

当
時

の
普

通
法
裁

判
所

は
、

商

取
引

の
準

拠
法

で
あ

る

「
商

慣
習
法
」

を

イ
ギ

リ

ス

の
法

(
コ

モ
ン

・
ロ
i
)

と
し

て
評

価

せ
ず

(
マ

ン
ス
フ

ィ
ー

ル
ド
卿

の
時
代

ま

で

こ
れ

が

つ
づ

く
)
、

単

に
事
実

た

る
慣
習

と
し

て
認
め
た

に

す

ぎ

な

か

っ
た

か
ら
、
商

事
事

件

の
審

理

に
お

い
て
は
、

個

々

の
事
件
ご

と

に
、

当
事

者

を
し

て
商
慣

習

に
も

と
つ

い
て
契

約

を
締
結

し
た

こ
と

を
主

張
さ

せ
、

そ

の

「
商
慣

習
法
」

の
内
容

に

つ
い
て
は
、

他

の
特
殊

的
慣
習

と
同
様

に
、

い
わ
ゆ

る
事
実

問
題

と
し

て
、

商

人

か
ら
な

る
陪
審

に
決

定
さ

せ

て

い
た

の
で
あ

る
。

当

時

の

ロ
ー

・
リ

ポ

ー

ツ
に
商

事
事

件

が
数
少

な

い
の
も
、

こ
の
た

め

で

あ

る

と

い

わ

れ

る
。

の
o
≡

暮
0
9

↓
ゴ
①

芝

O
同
吋

O
臨
昏

①

O
O
ヨ
ヨ
Φ
円
O
一巴

O
O
口
同
↓
9

↓
げ
①
O
聾
§
げ
村
置
αq
Φ
ピ
ゆ
ミ

』
O
二
目
昌
巴

.
娼
」
N
.
田
中
和
夫

・
英
米
法

の
基
礎

一
七

四

.

一

九

三
頁
。

(
3
)

イ
ギ

リ

ス
に
お
け

る
商

法

の
開

祖

マ
ン

ス
フ
ィ
ー

ル
ド
卿

(
ピ
o
円
鳥

]≦
帥
⇔
ω
自
①
冠
.
一
刈
切
O
I

嵩
Φ
QQ
)
は
、

ロ
ー

マ
法

系

で
あ

る

ス

コ

ッ
ト

ラ

ン
ド

の
出
身

で
あ

り
、

一
七

五
六
年

か
ら

一
七

八

六
年

に
わ
た

る

三
〇
年

間
、

王
座
裁

判
所

の
首
席

裁
判

官

を
務

め
、

コ
モ
ン

・
ロ
ー
を

大
陸
法
化

す

る
大

事
業

を
推

進

し
た
。

同

卿

は
、

ゲ

ル

マ
ン
の
慣

習
法

に
発

し
た

コ
モ
ン

・
ロ
ー

の
中

に
近
代
商

事

法
的

原
則

の
欠
如

す
る
点

を
見
抜
き
、

ス

{259)43

 

、



コ

.
上

フ
ン
ド
法
、

ロ
↓

法

お

よ
び
古

い
海

法
な
ど

に
あ

た

り
、

・
↓

法
的

な
商
人

の
慣
習

藩

む

原
則

を
法

と

し
て
成

文
化

し
・

固
定
化

山⇔
せ
よ
う

と
努
力

し

た
。

同
卿

は
、

王
座
裁

判
所

に
実

業
家

か
ら

な
る
特

別

の
陪

審

を
お
き
、

事
件

に
現

わ
れ

る
す

べ

て
の
商
慣

習
を

。
ン
ド

ン

市
庁

舎

に
お

い
て

.あ

陪

竃

判
断

さ
せ

た
。

同
卿

は
、

.、
れ

ら

の
陪
奮

達

と
親

交
を
結
び
、

畠

な

対
話

の
中

で
彼

ら

に
対

し
熱

心

に
法

の

原
則

を
説
く

と
同
時

に
、

ま
た
直
接

彼

ら

か
ら
取

引

の
慣

行

に

つ
い
て

の
知

識
を
会

得

し
、

そ

れ

塞

礎

に
近
代
的

な
商
事

法

を

き

づ

き

上

げ

た
。
ω
。
丹
β
ぎ

コ
蓼

睾

。
昆

。
;

Φ
。
。
§

§

一餌
;

§

。
℃

・
。
凶ζ

」
N
⊥

ω
二
罎

ヨ
§

角

『
島

§

『
Φ
。
;

Φ
。
。
量

§

Σ

O
o
ロ
ニ

こ

o
轟
ヨ

巴

o
{

切
三

巴
ロ
Φ
ω
の

ピ
帥
≦

(
一
¢
①
一
)
も

・㊤
.

田

中

・
前

掲

基

礎

一
九

三

頁
。

(
4
)

ζ

舞

①
き

。
℃
・
鼻

も

・一
-

p

司

法

資

料

第

五

三

号

(
大

正

+

三
年

九

月

)

「
英

国

裁

判

所

構

成

論
」

一
〇

五

頁
・

(
5
)

.」
の
占
描
、
た

と

え

ば

天

九

〇

年

に

は

、
「
…

…

・

ン
ド

ン
市

の
商

業

界

は

実

際

上

9

霞

撞
か

ら

離

れ

去

っ
た
」
と

い
う

報

告

が

な

さ

れ

て

い

る
・

ピ
m
≦

ω
。
6
一①
q

・
℃
「
。
6
①
㊦
&

∋
αq
ω
卿

幻
①
ω
。
一ロ
寓
8

ω
o
コ

9

》
言

ロ
巴

寄

o
<
一暑

芭

ζ

Φ
碧

言

鴫

魯

Z
g

二
昌
αq
冨

ヨ
㍉

俸
。。

O
g

。
げ
①
『

一
Q。
㊤
ρ

や

お

.

(
6
)

]≦
馨

ザ
①
≦
層
o
℃
.
o
詳
二

や

刈
・
司

法

資

料

・
前

掲

一
〇

六

頁

。

(
7
)

。
ン
ド

ン
市
庁

法
廷

の
難
占
ぼ

、

商

事
問

題

に
精
通

し
た
裁

判
官

の
審
判

を
受

け
墓

と

い
う
確

実
な
保

証

が
な

か

っ
た

こ
と
で
あ

っ
た
こ

方
、
当

薯

を
召

喚

せ
ず

に
、

見
本

や
契

約
書

だ
け
で
裁

定

を
下

し
た
仲
裁

制
度

は
、
訴

訟
当
事

者

の
都
合

に
倉

て
、

場
所

.
日
時
等

を
設

定

で
き

る
た

め
紛

争

を
極

め

て
迅
速

に
処

理

で
き

た

し
、

同

時

に
簡

便

・
安
価

で
あ

り
、

ま
た
、

取

引
慣
行

の
専

門
家

た
る
仲
裁

人

の
判
断

は
・

結

果

的

に
も
適

確

で
あ

っ
た

の
で
、
商

業
界

の
要
求

に
よ
り

か
な
う

も

の
で
あ

っ
た
。
ω
。
『
三

葺

導

。
≦

。
昆

。
;

①
。
§

日
§

巨

。
。
葺

"

O
や
。
。
霊

も

・誌

-

鼠

二
切
H
一
P。
昌
〉
げ
①
7
ω
白

諦
ず
俸

夘
O
げ
①
H
け
ω
3

<
Φ
器

・
い
㊤
≦
団
魯

。。
雪

Ω
9

①
O
。
ロ
『
け
。。
も

.Q。
刈
・
}
二
碧

訂

0
9

↓
げ
①
ζ

碧

三

コ
母

望

。
h

』
ロ
ω
二
。
①

一昌

国
昌
σq
一印
昌
島

(
置

①
位
)
や
・①
ω
ー

O
劇
・
Q◎
◎。
・
な

お
、

当

時

の
仲

裁

制

度

と

し

て

は
、

マ

ン
チ

ェ
ス

タ

ー
商

工
会

議

所

が

一
八

八

一
年

独

自

の
恒

久

的

仲

裁

法

廷

を

設

け

た

ほ

か
、

ロ

ン

ド

ン
商

工

会

議

所

も

一
八

九

二
年

に

私

的

な

仲

裁

事

務

所

を

設

け

て

い

る
。

しU
H
す

昌
》
げ
㊦
〒
ω
ヨ
一・

什
ゲ
一
〇
℃
'
O
搾
二

や
畢QO
刈
.
5
0
け
①
(①
)"
(刈
)・

(
8
)

ピ
"
≦

目
巨

㊦
ω
・
琶

×
鼻

な

お
、

法

曹

委
員
会

が
任
命

し

た
養

に

つ
い
て
は
、
罫

9

。
き

8

・
6
三

ミ

岩

骨。
δ
)
を
参

照

(9
)

.」
の
決
簗

は
、

二
・
対

五
で
可
決

さ
れ
た
。

反
藁

を
投
じ
姦

判
官
は
、
ピ
。
a

。
。
誓

書

u
・
毒

き

一
誉

芸

邑

』

邑

"

しウ
§

島
餌
三

で
あ

っ
た
。
閃
』

≧

印
。
喜

§

論

ぽ

。
ユ
αq
ぎ

;

。

。
。
塁

Φ
a

巴

・
。
…

鳶

g

[
餌
零

。
。
餌
二
Φ
二
夷

①
<
雪

く
O
一
.
O
ρ

や

・ω
N
α
・
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難
糖
繋

撫
灘
鐸
灘

45

門 β 咽
魍卵 冒趾}

"一資

r't.門 ウ噂 団'



唖
海

灘

"
冨

撃
ら
峡
虫
抽
匿
憂
匪
鎮
葺

暮

-鋤

翫

軽

影
、

ーダ
ド
舛。
響
れ
ズ
、氏
輌・,ビ
鉱

髪

ー

ド

し

瞬
・齢

h鰍

・卜

fト
弾

ト

ー
ー
ゼ

レ
ー
,

、ρ

(u輪

蕪

罎
端
疑

霧

靴警

薩
座翻醸

鶴
謹

雛

蕪

饗
翔鞭
鴨
鷲

轟

薯

の
解
釈

.
商

。悶
の
輸
出

入

.
運
送

.
保
険

.
銀

行

.
商

事

代
理

商

慣

翼

ど

を
含
む

こ

と
、
②

別
個

の
商
事

召
喚
状

表
が
私
蓬

蛉讐

幾

鵡

藩

鍵
"壕
詳

商難

鷲
難

霧
嚢
羅
輌繕

齢

の
場
倉

は
そ

の
す

べ
て
が
、

ま

た
地
方

の
商
事

原

因

の
場

A
、
に
は
当
薯

の
同

意

に
よ
り
、
直

接
、

塞

霧

を
担

当
す

る
裁

判
庭

対

し

て

雛
　蕪
鞭継
濾繍へ灘
騰
難
糠
難
　雛難
蕪

す

る
判
決

の
た
め

に
商

事
裁

判
官

に
対

し

て
行

な
-

.」
と
、
㈲

商
事

裁

判
官

は
、

出

頭
後

に
、

ま
た
馨

芒

に
・

現

に
当
薯

問

で
論
争
中

の
問
題

を
迅

速

に
決
定

す

る
た

め
適

切

と
田
心
わ
れ

ゑ

叩
Aπ
を
な

し
-

る

こ
と
、
⑨

当
事

者

は
、

原

因

ま
た
は
事

実

に
対
す

る
裁
判
官

の
判
決

決

定

を
最
終

的

な
も

の
と
し

て
A
.
意

で
き

る

.」
と
、
㈹

緊
急
事

件

の
場
倉

は
、

商
事

裁

判
官

に
対

し

原
因

ま
た

は
妻

の
箋

の
た

め

の
早

い

日
時

を
指

定
す

べ
く
豊

醐
が

で
き

る

.〕
と
、
⑳

召

喚
状

は
、

天

圭

年

二
月

二
・
日
(
水
)
以
降
、

商

事
召
喚
状

表

に
登
録

さ
れ

る

こ
と
・

お

よ
び

こ
れ

に

つ
い
て
は
同

三
旦

日
(
金
)
に

マ
シ

ュ
裁

判
官

が
鐘

し
、

以
後

も
継

替

れ

る

こ
と
、

お
よ
び
必

要
な
場
倉

は
・

女

王
座
部

の
他

の
裁
判

官

が
肇

霧

を
援
助

す

る

.」
と
、

α⇒

地

方

の
商

事
原
因

は
、

響

巡
回
裁

判

最

扱

わ
れ

る

こ

と
・

で
あ

る
・

ω
§

§

O

ゴ
卑
『
け
㊦
H
b
帥
村
蔓

螢
昌
O

しd
一
一
一

。
{

訂

象

a

(
嵩

㊥
血
)

b
.
念

一
二

竃

母

9

≦

。
や
●
6
幽
仲
二
も
.
一
ρ

(262)46

②

商
事
裁
判
所
の
確
立

 現
代
的
な
装
い
を
も

っ
た

「
肇

裁
判
所
」
の
初
代
商
嚢

判
官
に
就
任
し
た
マ
シ
置

は
、

天

九
五
年
三

月

百

か
ら
業
務
を
開

始
す
る

芳

、
そ
の
商
事
法
に
関
す
る
塁

晶
な
学
識
と
霧

経
験
を
薙

に
駆
芒

、
精
力
的
に
裁
判
手
続
の
改
芝

あ
た
竜

そ
の

た
め
、

マ
シ
、
-
判
事
の
藷

中

お
よ
び
少
な
く
と
も
、

一
九
・
・
年
代
の
商
妻

判
所
は
、
極
め

て
円
滑
に
機
能
し
て
お
り
・
そ
の
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雛
繋
灘
響
雛

鰹

欝
難
鱗
織

(-
)あ

塞

馨

黙

瀦

讐

餐

侃
鰯

時

多
く
の
事
件
で
単
に
訴
鷺

が
ー

ー

る
ば
か
り
で
・
さ
ほ
ど
実
効
を

(,)撫

癬

灘

叢

嚢

慣
蜜

糠
簾

鎌

柵漏4
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μ

1
-

1

義

'鑑
£
}
6'
ノ
伴L卜=̀
ト
げ
辱
ゑ

r
燵

郵

齢
軒

ひ

が

で

て
い
る
。

次

い
で
、

傭

船
契
約

事

件

で
は
、

妾

国
に
よ
る
訴
答

や
形

式
的

承
認

を
行
な

わ
ず
即

日
に
判
決

が
下
さ
れ

た
・

ま
た
・

三
月

・
四

月

の
判

決
例

の
中

の
海

上
保

険
証

券
事
件

や
冒

険
貸

借

証
券
事

件
で
も
、

文
書

の
訴
答

が
省
略

さ
れ

一
両

日
中

に
判
決

さ
れ

た
も

の
が
あ

る
。

な
お
、

即
①
嘱
。
吋
梓
。
h
9

§

§

芭

。
鋤
ω
㊦
ω
は
、

=

四
・
年

で
中
絶

し
、

そ
れ

以
後

の
商

事
事

件

は
、

主

に
、

ぎ

器

鼻

訂

島

Φ
-

唱
。
層
辞の

(
=

。
矯
.ω
カ
Φ
℃
。
『
併
)

に
収

録
さ

れ

て

い
る
。

罫

Z
舞

》

Z
。
二
。
。
。
=

冨

穿

8
蔓

。
=

冨

。
§

嚢

。
芭

。
8

量

。・
①

r

O

●
幻

も

・ω
一
幽
¶

昌
O
什
Φ
(9

・

(
3
)

第

羨

大
戦

中

に
お
け

る
商
事

裁

判
所

の
業

務
は
単

独

の
判
事

で

は
裁

き

え
な

い

ほ
ど

に
膨

大
な
も

の
と
弩

た
。

し

か
し
戦

後
・
業

務
は
急

激

に
減
少

し
、

一
九

五
七
年

に
は
、

単

独

の
判
事

の
事
務

能
力

の
三
分

の

一
を

も

っ
て
充

分
消

化

し
う

る
ほ
ど

の
分
量

と
な

っ
た
旨

が
報
告

さ
れ

て

い
る
。

bd
量

簿
三

〉
げ
平

ω
巨

葺

。
℃

・
9

二
鳥

9

コ
。
雲

).

(
4
)

一
九

=

年

の
公
示

は
、

公
判

日

の
確

定
後

直

ち

に
裁

判
所

記
讐

お

よ
び
裁
判

官
書

記

に
対

し

て
商

事
訴

訟
原
因

を
諜

す

べ
き

こ
と
・

ま

た
、

訴

訟
当
事

者

を
代
表

す

る

ぢ

シ
タ
が

公
判

の
予
定

期
間

を
裁
判

所

の
記
讐

に
通

告
す

ぺ
き

・」
と
、

を
定

め
る
。

ま

た
ご

九

二
九
年

の

公

示
は
、

リ
ヴ

ァ
プ

ル

お

よ
び

マ
ン
チ

.
ス
f

の
地

方

登
録
官

が

同
登
録
所

に
係

属
す

る
訴

訟
原
因

を
商
事
事

件
表

に
移
送
す

る
た

め

の
召

喚
状

を
審

理
す

る
.旨
と
、

に
関

し

て
定

め

て
い
る
。

壽

豪

き

β

。
繭什

●も

」
。・
⊥

㊤
.
こ
れ

は
、

現
行

の
最
高
法
院

規
則
第

七

二
第

三
-

五
条

に
包

含

さ
れ

る
。

(
5
)

一
九

二
。
年

の
覚
書

(
ロ
§

〕
≦

暑

ρ
)

は
、

事

件

の

、、需

ω
ぎ

:

ご

ユ
喜

司

.
を
決

定

す

る
商
事

裁
判
所

の
機
襲

損

害
額

の
算

定

に
関

す

る
霧

.
法

廷
弁
護

士

の
請
求

に
よ

っ
て
干
渉

さ
れ

ぬ

よ
う

定

め
て

い
る
。

ま
た
、

一
九

二
七

年

の
審

(
〔
§

〕
≦

Z
巳N
邑

は
・

一
八
八
九
年

仲
裁

法
第

七
条

(
現

行

の

一
九

五
〇
年

仲
裁

法
第

三

条
)

に

い
う
特

別
事

件

の
形
式
を

と

る
裁
定

を
商
事
事

件
表

に
移
送
す

る
申

請

に

関

し

て

定

め

て

い

る

。

]≦

母

げ
①
≦

'
O
℃
・
9

酔
二

℃
」

Q。
1

お

.

(
6
)

た

と
、譲

、

商

事
裁

判
所

発
足

当
初

の

天

九

六
⊥

九
〇

・
年

に
お
け

る
商
事

事
件

の
年
間

平
均

件
数

竺

一
四
七
件

と

い
わ
れ

る

の

に
対

し
、

一
九

四
六
⊥

九

五
九

年

に
か
け

て
商
事

事
件

表

に
登
録

さ
れ

た
事
件
数

は
、
年

平

均
四

四
件

強

(
こ

の
間

の
最
高

で

王

五

三
年

の
⊥ハ
o

件
)

に
す
ぎ
ず
、

急

激

に
下

降

し

て

い
る
。
釜

ヨ
葺

。
噂
葺

・も

'δ

"
b」
邑

"
三

》
9

蕊

巨

登

£

・。
登

娼
「N
2

(
7
)

。
。
塁

①
円
。
圃ロ
;

亘
H
こ

の
雰

。
8

h
Φ
§

・
島

8

。
三

馨

遷

φ

ρ

。
∋
&

壽

・
こ

の
会

議

の
報

告
毒

・

商

事
裁
判
所

に
対

す

る
提

訴

事
件

の
減

少

の
事
実

墾

、
の
ほ

か
、

主

に
、
ω

移

送

の
た
め

の
召

喚
状

の
重
要

度
が
減

じ
た

こ
と

㈲

移

送

の
た

め

の
召
喚

状

で

公
判

日

が
確

定

さ
れ

る
べ
き

.と

の

訴
答

を

で
き

る
だ
け
廃
棄

す

べ
き

こ
と

ω

最
高

法
院

規
則
第

二
八
第

三
条

に
い

う
裁
判
官

の
権
限

48(264)
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雛

続
咽
関
鷹

諜

賭

藪

獄
痛

琴

…

、
な
ど
の
　

革
点
を
内
容
-

て
い
る
・
　

・
商
事
裁
判
所
自

,)羅
雛

蘂

鐘

馨

霧
蕪

驚

二

商
嚢

判
所
の
裁
判
蕊

①

商
事
事
件繍

欝
糠
簿

の藷

蘇
擁
繹

纂
」無

馨

鱗

轄

歎擁
羅
漏4

穐

㍗"、



た

だ
実

際

上
、

そ

の
範

囲

は
、

に
示

さ
れ

る
項

目

に
よ

っ
て
、

商

事

判

例

集

(o
§

ヨ
母

。
芭

回
9

ω
①
の

閑
g

。
「
房
)

お

よ

び

ロ
イ

ズ

判

例

集

(
=

。
旨

・ω

涛
薯

。
二
)

の
索

引

(
3

)

ほ
ぼ
明
確

に
で
き

る
の
で
あ

る
。

な
お
、
商
事
購

表

へ
の
移
送
に
関
す
る
薯

裁
判
官
の
決
定
に
対
し
て
不
服
の
当
事
者
は
、
控
訴
院
に
対
し
て
上
訴
て
き
る
こ
と
が

認

め
ら

れ

て

い
る
。

(
-
)

商

事

裁
判
所

の
裁

判
手
続

に
関

し

て
体

系
的

に
纒

め
ら
れ

た
文
献

と

し

て

は
、

前
掲

の

マ
ζ

み

薯

が
唯

一
の
も

の
で
あ

る
・

本
節

で

は
、

特

に
引
用

し

て
い
な

い
が
、

同
書

を
有
力

な
手

掛

り

と
し
た
。

(
2
)

天

九

二
年

の

ソ
リ

シ
タ

・
ヴ

ァ
リ

ス
タ
合

同
委
員

会

の
報

告
書

は
、

商
事
事

件
表

は
明

ら

か

に
商

事
お

よ
び

海
事
事

項

に
関

す
る
訴

に
限

定

す

る
と

し
、

そ

の
具
体

的
な
例

と
し

て
、

火
災

保
険
、

海

上
保

険
、

陸
上

・
水
上

の
物

品
運
送
、

流

通

証
券
そ

の
他

の
商
業

証
券
、

銀

行
・

株
式

交
換
、

金
融
、

商

人

と
事
務

員
、

本

人

と
代

理
人
間

の
問

題
、

商

事
財
産

に
関
す

る
売
買

・
製

造

・
賃
貸
借
、

商
事

を
易

と
す

る
船
舶

.
建
物

.
機

械

の
各

建

造

・
改

造

・
修

理

、

特

許

に

関

す

る

問

題

、

等

々
を

挙

げ

て

い

る
。

(
3
)

.」
れ

に
よ

る
と
、

た

と
、濠

、

運
送
賃

の
請

求
、
荷

渡

し
不
足
、

運

送

品

の
損
害
、

船
積

・
蕩

中

の
船

舶

の
抑
留
、
船

舶
お

よ
び
物

品

に
関

す

る
証
券

の
解
釈

な
ど
、

裁
判
所

の
業

務

の
大
半

は
海

叢

引

に
関

連
し

た
事

件

で
占

め
ら
れ

て

い
る

こ
と
が
判

る
。

芳

、

た

と
え

ば
・

衡
平

的

な
救

済

お
よ
び

原
則

が
適

切

で
あ

る
担
保

の
受

戻

に
関

す

る
訴
訟

と

か
買

主

・
売
主

間

の
小
売

取
引

に
関

す
通
常

の
紛
争

な
ど

は
・
商
事

原
因

で

は

な

い
。

ζ

讐

冨

き

β

鼻

二

如
・ω
T

ω
幽
・

(
4
)

訴

訟

の
当

薯

が
、

令
状

を
う
け

て
出

頭

し
、

召

喚
状

に

つ
い

て
審

理
を
う

け

た
場

倉

は
、

摂

的
方
法

で
、

商
事
裁

判
官

の
命

令

に
対

し

て
不

服

の
申

妾

行
な
う
。

ま
た
、

訴

訟
が
規

則
七

二
第

四
条

に
従

い
商

事
事

件
表

で
開

始
さ
れ

た
場

合
、

も

し
く

は
出

頭

の
登
録

以
前

に
移

送

さ
れ

た
場
合

に
は
、

ま
ず
、

事
件

を
商

事
事

件
表

か
ら

移
送
す

る
た

め

の
新

た
な

召
喚
状

を
提

出
し
、

そ

の
後

に
控
訴

を
行

な
う

こ
と

に
な

る

(
菊
・0り
.0
.
轟り
昌
儀
①
同

刈
N

村
.
O
)
。

一
方

、

控

訴

院

は
、

.亨

し

た

場

合

の
裁

判

官

の
決

定

に
対

し

て

響

干
渉

し
な

い
.

墨

§

も

呂

峠
・ら

・

QQ
幽
1

ω
9

α
ρ

②

召
喚
状
の
発
給

④

令
状
の
発
給

商
事
訴
訟

は
、
イ
ギ

リ

ス
高
等
法
院

王
座
部
の

「
般
手
続

に
従

い
、請
求

の
性
質
が
裏
書
さ
れ
た
召
喚
令
状

(≦
葺

50(26s>
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鱗
灘
羅
繕

鱗
霧
鑑

剛鐙

撚
灘
羅

(
-

)

幻
・ω

・ρ

。
a

興

認

こ

(一).

の

(
2
;

.ω

.・
.。
a

Φ
愚

茎

b・
》
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ぼ

-』
ー

通
"
葛
胃
"鐸

鵡
r
葺

琶
、蘂

賠
・落

ー

融

、

,
葛

",
邸
-
.門
へ
犠

,
軌

.
、、,就
.輩
詣

,豪

餅
碑
、員、、
藁

,
、
卜̂

一》

,」

鋸
"
貯

,、
、,、

.
・,

ー

脇
ド

「

鋤

2
,

r

レ

(
3
)

最
高

蔭

主
事

と

は
、

一
¢
鳥
一。
き

Φ

(
。
強
§

・・
)
〉
・
二

・・
謹

よ

ぞ

設
置

さ
れ

た
イ
ポ

叢

高

法
院

に
所

属
す

る
皇

で

め
る
・

そ

麗

罐

㌔

勤
蕪

難

晒
韓

ガ
礪
蟹

難

鵜

墾
肋
轄

り、
裁
判
宮
の補
助
者
と
し

(
4
)

仲
裁

法

に
も

と
つ
く
申

請

の
例

と
し

て
は
、

同
法
第

一
・
条

に
い
葎

裁
人

な

い
し
は
審
判

人

の
指

定
・

第

二
四
奎

項

に

い
う
仲
裁
協
定

の

失
効

命
令
、

第

二
七
条

に

い
う
仲
裁
手

続

開
始

の
た

め

の
期
間

の
延

長
命
令

な
ど

の
場
合

が
あ

る
。

(
5
)

即

ω
・ρ

O
a

臼

認

ま

(ω
)・

(
6

)

即

の
6

・o
a

①
ミ

認

・只
心
)'

③

商
事
事
件
表

へ
の
移
送

ω

召
喚
状

に
よ
る
移
送
轟

召
喚
令
状

ま
た

は
原
召
喚
状

が
発
給
さ
れ

奈

、
訴

訟
が
規
則
七

二
第

四
奎

項
に

い
う
商
妻

件
表

に
お
い
て
開
始
さ
れ
な
か

っ
た
場
倉

は
、
移
送

の
た
め
の
申
請

(豊

藝

§

.
二

§

量

が
行

な
わ
れ

る

こ
と

に
な

る
・
こ

の
申
請

に
関

し
て
は
、
規
則
七

二
第

五
条

に
定

め
が
あ

る
.
す

な
わ

ち
、
商
事
訴
訟

の
当
薯

は
、

公
判
以
前

の
い
か

な
る
手
麓

階

に

お

い
て
も
、
商
事
裁
判
宴

た
は
リ
ヴ

.

.フ
ー

ル

.
マ
ン
チ

、
ス
タ
ゐ

地
方
護

所

の
登
録
官

に
対

し
て
・
召
喚
状

を
も

っ
て
・
訴
訟

を
商
事
事
件
表

へ
移

送
す
べ
く
申
蓼

な
す

.、
と
が

で
き
る

の
で
あ

る
.

こ
の
移
送

の
申
請

に
は
、
訴
答

の
終
結
前

に
独
立
的

に
な
さ
れ

る
も

の
と
、
訴
訟

の
終
覆

に
指
図

の
た
め
の
召
喚
状

(ω口
bρhP
O
昌
ω
噛O

『
α
凶↓
①
6
け一〇
口
)
に
も
と
つ

い
て
な
さ
れ

る
も

の
と
が
あ

る
・

そ
し

て
、

、、
の
移
送

の
た

め
の
召
喚
状

ま
た
は
指
図

の
た
め
の
召
喚
状

は
、

通
常
、
裁
判
所

に
い
わ
ゆ

る

「
私
室

と
し
て
開
廷
す

る
」
商
事
裁

判
官

に
よ

っ
て
審

理
さ
れ
る
。

回

移
送
申
請

の
時
期

移
送

の
申
請

は
、規

則
七

二
第

五
条

の
規
定

に
よ
り
理
論
上

は
・
公
判
前

の
い
か
な

る
手
続
段
階

に
お
い
て

も
可
能
と
さ
れ

る
が
、実

際
上

は
、女

王
座
部
主
事
が
指
図

の
た
め
の
召
喚
状

に

つ
い
て
鐘

を
行

な

っ
た
後
は
・
差

し
控
え
る
べ
き
も

の

と
さ
れ

る
.

,、
の
移
送

の
た

め
の
申
請

叢

も

タ
イ

ム
リ
差

さ
れ

る
時
期

は
、
訴
馨

薯

が
事

裁
判

官

の
面
前

で
・
移
送

の
婁

調
を

(268)52
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・欝

鰹

ト
碧距
隠

h
捧
町
、軸

歓

靴
紗
靱
い
篤

蝉
"移

』ゼ
掲
ジ
レ

ー

,

送

を
命

ず

る

と

い

っ
た

こ
と

は
通
常

あ

り

え

な

い
。

⇔

移
送
申
請

の
費
用

移
送

の
申
請

に
関
す

る
費
用

は
、
響

、
訴
訟
原
因

の
中

で
見
積
ら
れ
、
霧

上

は
、
申
請
が
拒
否

さ
れ
た

場
合
で
も
異
な
ら
な
い
.
裁
判
官
は
、
謹

線

令
状
に
対
し
て
出
頭
し
な
か
っ
た
場
A
、
ξ

申
請
の
費
用
を
当
該
訴
訟
原
因
中
の
費
用

と

し
て
処

理
す

べ
く
命

じ
る

こ
と
が
出
来

る
。

㈹

大
法
官
部
か
ら
の
移
送

天

九
五
年
の
商
事
訴
訟
原
因
に
関
す
る
公
一不
の
第
二
号
は
、

蕎

事
訴
訟
は
、
現
行
の
実
楚

従

い
、
大
法
官
部

か
ら
女

王
座
部

に
移
送

さ
れ

る

こ
と
が
で
き

る
と
し
て
い
る
。

こ
の
原
則

に

つ
い
て
、
控
訴
院

は
、

お
よ
そ
次

の
よ

う

に

明
言
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
単

に
商
事
問
題
が
包
含

さ
れ

る
と

い
う

こ
と
だ
け

で
は
移
送

の
理
由

と
し
て
不
充
分

で
あ
る
が
・
訴
訟

の

嚇

か
ら
し
て
商
嚢

判
所
に
係
属
さ
れ
た
な
ら
迅
速

.
廉
価
か
つ
充
分
に
審
響

れ
る
よ
う
な
場

合

に

は
、

常
縁

送
が
命
ぜ
ら
れ

る
。

こ
の
移
送
命
令

は
当
該
事
件

を
審

理
す

る
裁
判
部

の
裁
判
官

に
よ

っ
て
発

せ
ら
れ

る
。

ま
た
女
王
座
部

へ
の
移
送
申
請

は
、
召
喚
状

に
も

と
づ

き
、
遅
く
と
も
指

図

の
た
め

の
召
喚
状

に
も

と
つ

い
て
な
さ
れ

る
べ
き

も

の
と

さ
れ

る
。

的

地
方
登
録
所
か
ら
の
移
送

地
垂

録
所
の
訴
訟
が
商
事

件
表
に
登
録
さ
れ
た
場
倉

は
、
指
図
の
た
め
命
令
は
当
該
訴
訟

が

ロ
ソ
ド

ソ
に
移
送
さ
れ

る
旨

の
条

項
を
含

む
。
実
務
上
、
リ
ヴ

ァ
プ
ー

ル
お
よ
び

マ
ソ
チ

ェ
ス
タ

ー
以
外

の
地
方

登
録
官

は
・
商
事
事
件

表

に
訴
訟
が
登
録
さ
れ
た
後

に
は
、
当
該
訴

訟

に
対
す

る
裁
判
権

を
有
さ
ず
、
訴
訟

は

ロ
ソ
ド

ソ
に
お

い
て
係
属

す
る
こ
と

に
な
る
・

ま
た
、
訴
訟
鱒

ヴ

ァ
プ

ー

ル
ま

た
は

マ
ソ
チ

、
ス
タ
ゐ

地
方
登
録
所

で
手
続
さ
れ

る
場
倉

は
、
移
送

の
申
請

は
そ
の
登
録
庭

対

し

て
な
さ

れ

る
。

そ

し

て
、

商

事
事

件

表

へ
の
移

送
後

は
、

他

の

一
切

の
申

請

は
す

べ

て
登

録
官

に
対

し

て
な

さ

れ

る
。

し

か
し
・

当

事
者
が
商
事
裁
判
官

に
移
送

す
べ
く
豊

硝
を
要
求

す
る
罎

。
に
は
、

そ
れ

に
従
う
.

ま
た
、

登
讐

は
、

当
薯

の
意
思

に
か
か
わ
ら

ず
、
串
請
を
商
事
裁
判
官
に
移
送
す
る
裁
量
権
を
有
す
る
。

(270)54
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、
ら
、
の
ほ
か
、

リ
ヴ

.
プ

ー
ル
お
よ
び

マ
ン
チ

、
ス
タ
ー

の
地
壼

讐

は
、

商

事

津

表

か
ら
訴

訟
を
移
送
す
る
蟄

権
を
夏

翻鰻
讐
霧
報
蝶
馨
謹
鱒峻
鮮
簿
灘
隙
誕
騒
講
胤励鍵
霧
蒜
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移
送
の
た
め
の
召
喚
状
と
指
図
の
た
め
の
召
喚
状
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ー

[
ー
-

1
』}
雪ー
…
ー
,
1飾

さ
を

、～
「■詳
rー
レ

ト

ド

手
4
、
'
膏
♂

へ
じ
…
り
翫
ー
ご
。
㌧
'i
恥
=ー
ー
ー

ー
「
r

ー

ー
ー
1

裾

.」
の
～

な
場
A、
の
誓

塑

規
則
第
天

に
蓬

穰

籍

と
里

で
亀

し
か
毒

替

録
交
換
後

ま
で
待

つ
、」
と
鎌

時
間

.
費
用

の
浪
費

と
な
る
よ
う
な
特
殊

の
場
倉

は
、
訴
訟
当
事
者

は
、
馨

終
結

以
前

に
も
指
図

の
た
め
の
召
喚
状

を

だ

し

う

る

。

回

移
送
の
た
め
の
召
喚
状

商
事
事
件
が
蕩

事
件
表
に
お
い
て
開
始
さ
れ
な
い
場
A
只

商
事
葎

表

へ
の
移
送
の
た
め
の
召
喚

状

(9
。
ω
ロ
書

。
昌
、
h。
.
一§

・。邑

が
認

め
ら
れ

る
。

こ
の
召
喚
状

は
公
判
以
前

の
い
か
な

る
時
点

に
お
い
て
も
提

出
す

る
こ
と
が

で

き

る
。
商
事
事
件
が
商
事
事
件
護

お

い
て
開
始

さ
れ
な

い
が
、
当
事
者
が
事
件

の
移
誉

関

し
て
合
意

し
て
い
る
場
倉

は
・
通
常

移

送

の
た
め
の
召
喚
状

お
よ
び
指

図

の
た

め
の
召
喚
状

は
、
開
示

の
後
ま

で
延
期

さ
れ

る
こ
と

に
な

る
。

か
か
る
場
倉

お
け
る
移
送

の
た

め
の
召
喚
状

は
、
指
図

の
た

め
の
召
喚
状

の
形
式
を
と
る
。

④

証
明

訴
訟
当
事
漿

よ
び
弁
護
士
は
、商
事
裁
判
所
に
お
け
る
召
喚
状
の
審
理
に
あ
た
り
、必
要
と
さ
れ
る
鐙

お
よ
び
書
類

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

.あ

義
務
を
履
践

で
き

な

い
当
事
者

に
は
、
費
用

に
関
す

る
特
別
命
令

ま
た
は
当
事
者

の
訴
答

の
全
部

も

し
く
は

一
部
を
削
除

す
る
命
令

に
よ
り
、

不
利
益
が
課

せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
。

周

召
喚
状

に
も
と
つ
く
命

令

.あ

命
令

は
、
響

、
訴
訟
が
商
事
事
件
表

で
開
始

さ
れ

た
か
否
か
、

お
よ
び
指
図

の
た

め
の
召

喚
状
が
出
さ
れ
た
手
続

の
段

階
な
ど

に
応

じ
て
事
件

の
商
事
事
件
表

へ
の
移
送
、

請
求
点

・
防
御
点

の
手

交
、

当
事
者
間

の
書
類
目
録

交
換
、

公
判

の
形
式

.
日
時
、

お
よ
び
費
用
な
ど

の
事
項

の
全
部

ま
た
は

一
部

を
取
り
扱

う

こ
と

に
な
る
。

並
.
通

の
事
件

で
は
、

こ
の
命
令

は
請
求
点
を

西

日
乃

至

二

百

以
内
、
防
御
点

を
そ
の
後

の

一
四
日
乃
至

二

百

以
内
・

お
よ
び
書

類
目
録

交
換

を
訴
答
終

結
後
吉

以
内
、

ま
た
閲

覧
を
三
日
以
内
と
定

め
る
。

た
だ
し
、

こ
の
期

間

籍

況

に
応
じ
て
変
更

さ
れ
罷

商
事
裁
判
官

は
、
職
権

ま
た

は
当
事
者

の
申
請

に
も
と
つ

い
て
、
訴

訟
を
商
事
事
件
表
か
ら
除
去
す

る
よ
う
命

じ
る
こ
と
が

で
き

る
。

.、
れ
は
規
則
七

二
第

六
条

の
規

定

に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
主

と
し
て
、
訴
訟
窺

則
七

二
第
四
条

で
開
始

さ
れ
た
場
倉

適
用
さ
れ
る
・

(272)56
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そ
し
て
か
か
る
場
合
の
馨

ま
た
は
第
三
者
は
、
出
廷
後
吉

以
内
に
除
去

の
籍

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

れ
艦

羅

嚢

難

舞

醐叢

饗

巌

纏

方法
で
地方登録官
に　

扱
わ

(-)難

聯

鐸
欝
鋤霧

驚
諜

鞭

欺獣

硫纂

(2
)換

畿

聡
簿

饗

鞍

驚

㌃

月
内
に
　

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ー

・¢
ρ
・
垂

N9
三

・
た
芒

・
書

録
交

(3
)し

聾

蠕

訴

昭
幾

移
送
時
お
-
び
訴
答
以
前
に
糞

馨

に
芒

て
、
難

判
官
に
対
し
・
事
件
の
真
の
争
点
を
知
ら

(
4

)
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⑤

訴

答

訴

訟
主
題
が
最
初

か
ら
明
確

に
な
さ
れ
て

い
る
場
合

の
多

い
商
事
訴
訟

に
お

い
て
は
、
特

に
訴
答
制
度

(鳳
8
α
ぎ

αq
ω)
が
訴
訟
遅
延
と

訴
馨

用
古同
騰
化
の
大
き
な
原
躍

)あ

っ
た
.
現
行
法
に
お
い
て
は
、
商
事
裁
判
官
お
よ
び
地
方
登
録
亀

訴
訟
を
誓

な
し
に
鐘

す

る
裁
量
権
限
を
有
し

て
い
る
ほ
か
、
当
事
者

双
方

に
対

し
、
争
点

に
つ
い
て
の
合
意
陳
述
を
準
備
す

る
こ
と
を
命

じ
、

も
し
当
事
者
双

方
が
合
意

に
達
し
な

い
場
合

に
は
、
自
ら
争
点

を
確
定

で
き

る
裁
量
権
限

を
も
有
し
て
い
囎
qノ

訴
答

は
、
事
実
が
現
実

に
な

い
し

は
実
質
的

に
争

わ
れ

て
い
な

い
場
合

に
は
、
免
除

さ
れ

る

の
が
普

通

で
あ

る
。

か
か
る
場
合

に
お
い

て
は
、
相
互
承
認

.
事
実

の
共
同
陳
述
な
ど

に
関
す

る
命
令

が
だ
さ
れ

る
。

こ
の
ほ
か
、
事
実
が
争

わ
れ
て
い
る
場
合
で

も
・
当
事
者
が

事
実
に
つ
い
て
合
意
錘

し
て
い
る
も
の
と
み
芒

う
る
場
倉

(嘩

馨

が
免
除
さ
れ
る
・
以
上
の
よ
う
な
場
倉

も
・
法
讐

ξ

い
て
は
、
事
実

の
合
意
陳
述

に
も

と
つ

い
て
争

わ
れ
る
た
め
、

当
事
者
双
方

は
相

互
承
認
を
な
す

べ
き

こ
と
を
指
図
さ
れ

る
。

召
喚
状

の
審

理

に
お

い
て
、
訴
答

が
必
要

で
あ

る
と
判
断

さ
れ

た
場
合

に
は
、

そ
れ
が
行

な
わ
れ

る
。

こ
の
場
合

の
訴
答

は
・
簡
潔
を

鮨漢

懸

馨

饗

離
舞
鰯駈馨

雛

雛
絃
鷲
籍

翫馴舗
犠

使

さ
れ
る

.」
と

縫

め
て
ま
れ

で
あ
り
、

通
常
、
請
求
点

竺

四
日
乃
至

二

百

以
内
、
防
御
点

は
そ

の
後
同

日
数

に
手
交
さ
れ
る
よ

う

命

じ
ら
れ

て
い
る
。

.」
の
期
間

の
延

長

は
、
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な

い
が
、
当
薯

の
双
方

ま
た
は

芳

が
海
外

に
居
住
す

る
な
ど
特
別

な
正
当

理
禦

あ

る
場
鎗

は
、

そ

の
延
長
が
認

め
ら
れ
る
.
そ

の
ほ
か
、
移
送
命
令

の
後

に
は
、
当
事
者

の
合
意

に
も
と
つ

い
て
の
み
・

延
期
す

る
こ
と
が

で
き

る
。

こ
の
よ
う

な
訴
答

制
度

は
、真

の
争
点
を
明
確

に
し
、
不
意
打

を
避
け
る
た
め
に
行
な
わ
れ

る
も

の
で
あ

る
。

な

お
請
求
点

ま
た
は
防
御
点

に
関
す

る
明
塑

臼
は
、
そ
れ

に
よ

っ
て
当
事
者

に
事
実

を
知

ら
せ
る
こ
と
が
必
饗

場
合
、

ま
た
は
係
争

中

の
問

題
が
迅
速

か

っ
経
済
的

に
処
理

で
き

る
よ
う
な
場
倉

の
み
認
め
ら
裳

・

(274)58
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商
事
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馨
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広
汎
姦

(
3
)有

耀

勾

亀
㊦
同
一的
腎
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一
.
な
お
、
ロ
酌憎㊦
.
§

と

・
a
農

、

後
馨

面

(ぎ

ξ

に
よ
る

.
一「
Φ
量

と
い
う
蓬

を

鎗

髪

雛

、蝿

調

立
て
の
あ

っ
た
事
実
に
つ
い
て
、
馨

が
塾

の
抗
弁
を
有

て
い
る
皇

張
す
る
場
合
な
ど
が
あ
る
.
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磯
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.
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濫
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馨
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葉
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の
出
席

を
不
必
要

な
日
数

。
費
用
を
か
け
る
も

の
で
あ
る
と
決
定

し
な

い
か
ぎ
り
、
証
人
と
し

て
呼
ば
れ

る
こ
と
に
な
る
。

証
拠

に
関
す

る
命
令

に
は
、
商
事
裁
判
所

の
実
務

上
次

の
よ
う
な
も

の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ω

承
認

(〉
匹
ヨ
一〇〇ω一〇

昌
ω)

事
実
が
論
争

さ
れ

て
い
な

い
場
合

に
、

当
事
者

は
正
式

に
ま
た
は
略
式

に
承

認

を
す
す

め
ら
れ
る
。

GD

法
律

点

の
予
審

(牢
Φ
一巨
言
鋤
蔓

℃
9
三

魚

一餌
≦
)

事
実
が
論
争
さ
れ

て
い
る
場
合

に
、
法
律
点

の
予
審
が
行
な
わ
れ
る

こ
と

に
よ

っ
て
審
問

の
必
要
性
が
回
避
さ
れ
る
場

合

に
行

な
わ
れ

る
。
㈲

略

式
証
明

(ぎ
h・
ー

菅

・
・
h)

事
実

に

つ
い
て
の
籍

な
証
拠
が
多
大

の
費
用

自

数
を
要
す

る

場
A
。
に
は
・

当

事
者

に
対

し
て
、
利
用

で
き

る
限

り

の
書
類

を
証
拠

と
す

る
よ
う

に
忠
告
さ
れ

る
。

な
お
、
海
外

の
証
人
調

べ
に

つ
い
て
は
、

し
ば
し
ば
特
別

の
手
続
が
採

用
さ
れ

て
い
裾

回

書
類

目
録

の
交
換

書
類
目
録

お
よ
び
訊
問
書

の
手
交

は
、
理
論
的

に
価
値
も
あ
り
、
実
際

に
も
真
実

の
究
明

に
役
立

つ
が
多
く

の
場
倉

は
、
訴
訟
当
薯

に
利
益
な
く
し
て
訴
馨

用
を
付
加
す
る
こ
と
に
な
死

そ
こ
で
・
各
当
事
者
に
ょ
る
不
宣
誓
嘉

目
録
の

交
換

お
よ
び
閲
覧
が
、

そ
れ

に
実
質
的

に
か
わ
る
も

の
と
な

っ
た
。
ま

た
、

い
く

つ
か
の
証
拠
手
続

の
無
駄
を
除
去
す

る
た
め
、
各
当
事

者

に
・対

し
相
手
方

の
閲
覧

の
た

め
す

べ
て

の
書
類

を
提
出
す

る
よ
う
命

じ
ら
れ
る
。

こ
の
点

に
関

し
、
事
務
弁
護
士

は
書
類
目
録

の
下
調

べ
に
完
全
な
責
任

を
負

い
、

か

つ
、
右

の
命
令

に
従
う

こ
と
が
職
業
的
義
務

と
さ
れ
る
。

訊
問
書

は
、

こ
れ
以
外

の
方
法

で
は
、
本
質

的
事
実
が
引
き
出

せ
な

い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合

に
の
み
認

め
ら
れ
、

こ
れ
以
外

の
場

合

に
は
認

め
ら
れ
な

い
。

し
か
し
、
迅
問
書

は
移
送

の
た

め
の
召
喚
状

を
審
理
す
る
時

に
は
命
ぜ
ら
れ
な

い
し
、
相
手
方

の
訊
問
を
欲

す

る
当
事
者

は
、
裁
判
官

へ
の
申
請

に
あ
た

っ
て
、
彼

の
欲

す
る
知
識
を

ほ
か
の
方
法

で
得
る
努

力
を
し
た
こ
と
を
立
証
す
る

責

任

が

あ

る
。
な
お
、
訊
問
書

の
手
交
許
可
申
請

は
、
請
求
点

・
防
御
点

の
開
示

お
よ
び
書
類
閲
覧

以
前

に
な
さ
れ
る
べ
き

で
は
な

い
。

以
上

の
よ
う
な
方
法

に
対

し
て
、
特
別
扱

い
が
請
求

さ
れ

た
場
合

に
、

そ

の
必
要
性

に
疑
問
が

あ
る
時

は
、

そ

の
書
類
不
提
出
が
不
適

当

で
あ

っ
た

こ
と
が
後

の
裁
判

で
明
白

に
さ
れ

た
際

に
、
そ

の
こ
と

に
よ

っ
て
、
不
意
打

を
う
け
た
当
事
者

の
延
期
申
請
が
、
書
類
不
提

(276)GO
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の
当
薯

の
費
用

を
も
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て
許
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漿

、
肇

事
件
表
の
空
白
な
日
瞳

照
し
て
、
決
定
さ
れ
る
。
な
お
、
響

の
決
定
の
申
請
が
な
さ
れ
る
以
前
に
遍

賞

書
記
官

よ

り
商
事
事
件
表

の
空
白
欄

に
関

し
て
の
情
報
が
与

え
ら
れ

る
。

公
判

の
日
時

が
決
定
さ
れ
た
場
合

に
は
、
直

ち

に
、
原
告
側

の
事
務
弁
護

士

は
、
大
法
官
庁

で
商
事
事
件
表

に
お
け
る
公
判

の
た
め
の

訴
訟
手
続
を
正
式

に
な
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。

公
判

日
時
が
到
来

し
た
場
合
、
商
事
裁
判
官

は
、
書
記

に
対
し

て
決
定
さ
れ

た
日
時
が
確
保

で
き

る
か
否
か

の
確
認
を
な
す
。

日
時

の

変
更
が
可
態

形
で
訴
訟
が
な
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
、
決
定
さ
れ
た
日
時
の
公
判
を
妨
げ
る
特
殊
事
情
が
発
生
し
た
場
倉

は
・
書
記

に
対

し
て
直
ち

に
通
知
す

る
こ
と
を
要
す
る
。

一
方
、

日
時

の
変
更
が
全
く
突
然

の
場
合

に
は
、
訴
訟

日
時
に

つ
い
て
で
き

る
限

り
早

い

時
期

看

記
官

に
相
談

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
も

し
日
時
変
更
が
事
件

の
解
決

に
必
要

な
ら
ば
、
そ

の
変
更

の
た
め
の
付
加
申
請
が
通

常
認

め
ら
れ
る
。

回

訴
訟
費
用

の
算
定

商
事
裁
判
所
が
確
立
さ
れ
た
結
果
、
商
事
事
件
費
用

の
算

定

に
関
し

て
特
別

の
変
更
が
必
要
と
な

っ
た
・
す

な
わ
ち
、
本
来

の
算

定
制
度

の
基
礎

と
な

っ
て

い
た
理
論

は
、
事
務
弁
護

士

の
報
酬

は
訴
訟
手
続

に
お
け

る
活
動

に
対
し
て

の
も

の
で
あ

り
、
新

し

い
形
態

の
商
事
事
件

に
た

い
し
て
は
、
不
適
当
な
も

の
と
な

っ
た
か
ら

で
あ

る
。
そ

こ
で
、
規
則

六
五
第

二
七
条

≡

項

に
よ

り
、
事
務
弁
護
士

は
、
指
図

の
た
め

の
召
喚
状

に
関
与

し
た
付
加
報
酬
を
、
そ

の
関
与
期
間

・
事
件

の
難
易
度

・
ま
た
は
商
妻

判
官

に

事
件

を
提
出
す
る
準
備
中

に
な
さ
れ

た
事
務
弁
護

士

の
労
働
、

な
ど

に
応

じ

て
、
要
求

で
き

る

こ
と

に
な

っ
た
。

　
　

　

ま

た
、
最
高
法
院
訴
訟
費
用
規
則

は
、
算
定
主
事
が
訴
訟
費
用
を
算
定
す

る
際

の
、
報
酬
表

お
よ
び
裁
量
権
限
を
定
め
て
い

る
。

こ
の

算
定

に

つ
い
て
は
、
当
薯

は
、
商
事
事
件
表

の
担
当
裁
判
庭

対

し
、
私
室

に
て
再
調
査
を
申
立
て
る

こ
と
が

で
き

る
・

し
か
し
・
主

事

の
裁
量

に
対
す
る
不
服

申
立

は
殆

ん
ど
成
功

し
な

い
。

(278)sz
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